共同研究契約書（ひな形）

公立大学法人広島市立大学（以下「甲」という。）と○○○○株式会社（以下「乙」という。）は、甲及び乙が相互に密接に協力して共同で研究を行うことに関し、次のとおり契約（以下「本契約」という。）を締結する。

（本研究）
第１条　甲及び乙は、相互に密接に協力して「●●●」研究（以下「本研究」という。）を、本契約の定めに従って共同で遂行する。
２　本研究の詳細、スケジュール等については、甲及び乙が別途協議の上、別紙の共同研究計画書（以下「本件計画書」という。）に定めるものとし、甲及び乙は、本件計画書に基づき本研究を遂行するものとする。
３　甲は、公立大学法人広島市立大学に在籍する学生を、本契約の義務を負わせた上で本研究に参加させることができる。

（本研究の期間）
第２条　本研究の期間は、２０●●年●●月●●日から２０●●年●●月●●日までとする。ただし、この期間は本研究の進捗状況を勘案して、甲及び乙で別途協議の上、これを短縮又は延長することができる。

（本研究の担当区分）
第３条　甲及び乙は、本研究を効率良く遂行するために、本研究を次の各号に掲げるとおりに区分し、かつ、担当してこれを遂行する。ただし、その具体的かつ詳細な内容は、本件計画書にこれを定める。
⑴　甲の担当区分： 
⑵　乙の担当区分： 
⑶　甲乙共同担当区分： 

（本研究の費用負担及び対価）※いずれかを選択
第４条　乙は、本研究に要する甲の費用のうち金●●●円（消費税額及び地方消費税額を含む。）について負担することとし、本契約締結後速やかに、甲に対して支払うものとする。当該支払方法の詳細については、甲及び乙で別途協議の上、定めるものとする。
なお、共同研究費の内訳は次のとおりとする。
直接経費　●●●円　　算出式：「直接経費＝共同研究費総額－間接経費」
間接経費　●●●円　　算出式：「間接経費＝（共同研究費総額－10万円）×20%」
２　本条第１項により支払われた金銭に不用額が生じた場合、乙は甲に返還請求することができるものとする。甲は乙より返還請求を受けた場合、これに応じなければならない。
３　甲が本条第１項により購入した設備、備品、図書等は甲に帰属するものとする。

第４条　前条第１号に基づき発生する費用については甲が、前条第２号に基づき発生する費用については乙が、それぞれ負担するものとし、前条第３号に基づき発生する費用については、乙が金●●●円（消費税額及び地方消費税額を含む。）を負担することとし、本契約締結後速やかに、甲に対して支払うものとする。当該支払方法の詳細については、甲及び乙で別途協議の上、定めるものとする。
なお、共同研究費の内訳は次のとおりとする。
直接経費　●●●円　　算出式：「直接経費＝共同研究費総額－間接経費」
間接経費　●●●円　　算出式：「間接経費＝（共同研究費総額－10万円）×20%」
２　本条第１項により支払われた金銭に不用額が生じた場合、乙は甲に返還請求することができるものとする。甲は乙より返還請求を受けた場合、これに応じなければならない。
３　甲が本条第１項により購入した設備、備品、図書等は甲に帰属するものとする。

第４条　前条第１号に基づき発生する費用については甲が、前条第２号に基づき発生する費用については乙が、それぞれ負担するものとし、前条第３号に基づき発生する費用については、甲及び乙で別途協議の上、その費用負担につき決定する。当該支払方法の詳細については、甲及び乙で別途協議の上、定めるものとする。

（技術的情報資料の開示）
第５条　甲及び乙は、本研究を遂行するために必要又は有益である自己の保有する技術的情報資料について、相手方に対し適宜これを開示提供するとともに、相手方よりその開示提供を求められたときにも誠意をもってこれに応じる。ただし、第三者から秘密保持義務を負っている情報についてはこの限りではない。
２　甲及び乙は、第３条に定める自己の担当区分についてその進捗状況及び内容を相手方に適宜これを開示提供するとともに、相手方よりその開示提供を求められたときにも誠意をもってこれに応じる。
３　甲及び乙は、相手方が本研究を遂行している場所に、あらかじめ相手方の同意を得た上で適宜立ち入り、その遂行状況を見学することができる。ただし、この見学に際しては、当該場所における諸規程を遵守しなければならない。

（第三者への委託）
第６条　甲及び乙は、第３条に定める自己の担当区分の全部又は一部を第三者に委託する場合は、事前に相手方の書面による承諾を得るものとする。この場合、第三者に委託する甲又は乙は、自己の責任において、当該委託先に本契約の定めを遵守させるものとし、相手方に対して第三者への委託に関する責任を負う。

（技術会議）
第７条　甲及び乙は、本研究を効率良く遂行するために、必要に応じ適宜技術会議を開催し、本研究の具体的な遂行方法、相手方の担当区分の進捗状況、内容その他本研究に関わる技術的事項につき検討する。
２　前項の技術会議の議事は、その都度、議事録に記録し、相手方の確認を受ける。議事録作成の順番、割当等実務的処理については別途甲及び乙で協議の上、決定する。

（技術的成果の帰属）
第８条　本研究より生じた発明、考案、意匠、ノウハウ、その他の技術的成果、著作物の創作、その他知的財産（以下「本発明等」という。）に関する権利は、原則、本発明等をなした当事者に帰属するものとする。ただし、第３条第３号で行なった甲及び乙の共同担当区分から生じた本発明等に関する権利の帰属については甲及び乙で別途協議の上、決定するものとする。

（既存の発明等の使用）
第９条　甲及び乙は、甲及び乙並びに第三者の既存の権利を本研究に使用することを希望する場合は、事前に相手方に通知するものとし、当該既存の発明等の使用の適否について甲乙協議の上、対応を決定する。

（秘密保持）
第１０条　甲及び乙は、本契約の履行により知り得た相手方の技術、生産、営業その他経営に関わる秘密情報（以下「秘密情報」という。）を事由名目のいかんを問わず第三者に一切漏洩開示してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、この限りではない。
⑴　あらかじめ相手方の書面による承諾を得たもの
⑵　相手方から開示された時点で既に公知のもの及び被開示者の責めに帰することのできない事由により公知となったもの
⑶　相手方から開示を受ける以前に自己が保有していたもの
⑷　正当な権限を有する第三者より適法に取得したもの
⑸　裁判所又は関係監督官庁の命令又は指示によるもの。ただし、この場合、事前に相手方に通知をするものとする。
２　甲及び乙は、秘密情報を相手方に開示する場合には、次の各号によるものとし、当該方法により開示された秘密情報について前項に定める義務を負うものとする。
⑴　書面その他有体物により開示する場合には、秘密である旨を明示的に表示し、相手方に提示するものとする。
⑵　口頭その他の方法により開示する場合には、開示の際に秘密である旨を告げ、開示の　日から３０日以内に、秘密情報の内容及び開示の日時を記載し、秘密である旨を明示的に表示した書面により相手方に提示するものとする。
３　甲及び乙は、相手方から受領した秘密情報については、取扱責任者を定め、厳重に管理するとともに、相手方から返却を指示されたものについては、遅滞なく返却するものとする。
４　甲及び乙は、相手方から受領した秘密情報を複写する場合には、本研究に必要最小限の範囲で複写するものとし、当該複写物の管理についても前項によるものとする。
５　甲又は乙は、第６条により自己の担当区分の全部又は一部を第三者に委託する場合には、事前に相手方からの書面による承諾を得た上で、当該委託先に対し、必要な範囲で相手方の情報を開示等することができるものとする。この場合、当該甲又は乙は、自己の責任において、当該委託先に本条に定める自己の義務と実質的に同じ内容の秘密保持義務を遵守させるものとし、相手方に対し第三者への委託の責任を負う。
６　本条は、本契約と本研究の内容を知らず、かつ、甲又は乙が提供した秘密情報の存在も知らず、アクセスする機会もない被開示者の組織に属する者が独自に開発した当該秘密情報と同一の情報には適用されない。

（本研究の発表）
第１１条　甲及び乙は、本研究及びその成果について論文誌、書籍、学会等において発表する場合、発表時期及び内容について事前に甲及び乙で協議し決定する。ただし、甲及び乙は正当な理由がない場合は相手方の申出を拒むことはできない。

（競業避止）
第１２条　甲及び乙は、本契約の有効期間中、本研究と類似する研究を第三者と共同して行ってはならない。ただし、乙が○と実施する類似研究については、本条の避止対象から除外するものとする。（不要であれば削除）

（損害賠償）（※第４条に金額がなければ本条第３項は削除）
第１３条　甲又は乙のいずれかが本契約に違反して相手方に損害を与えた場合は、違反した当事者は相手方に対しその被った損害を賠償する責めを負うものとする。
２　前項の損害賠償の対象は被害者側が直接支払いを余儀なくされた費用に限る。
３　前２項の損害賠償の上限は第４条に示す金額とする。

（契約の解除）
第１４条　甲又は乙は、相手方が本契約に違反した場合又は本契約を履行しない場合には、当該違反の是正又は本契約の履行を催告し、催告の後３０日以内に当該違反の是正又は本契約の履行を行わないときは、本契約を解除することができる。また、甲又は乙のいずれかに支払停止があったとき又は仮差押、競売、破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理、特別清算の申立を受けたときは何の催告なしに直ちに本契約を解除することができる。
２　前項に定める解除は損害賠償の請求を妨げない。

（契約の有効期間）
第１５条　本契約の有効期間は、第２条に定める本件の研究期間とする。本研究の期間が本契約第２条ただし書きの定めに基づき短縮又は延長された場合、本契約の有効期間も当該短縮又は延長された期間相当分短縮又は延長する。
２　前項の定めにもかかわらず、第８条、第１１条、第１６条、第１７条及び本項の定めは本契約の終了後も有効とし、第１０条の定めは本契約の終了後もなお３年間有効とする。

（協議）
第１６条　本契約に定めのない事項は甲及び乙が信義誠実の原則に則り別途協議の上、その解決を図る。本契約の定めにつき生じた疑義は、民法、商法、特許法、その他日本国法令により解釈するものとする。

（専属的合意管轄裁判所）
第１７条　前条によっても本契約に基づく当事者間の争いが解決できない場合は、甲及び乙は、本契約に関する第一審の専属的合意管轄裁判所を被告となる当事者の所在地に土地管轄を有する地方裁判所とすることに合意するものとする。


本契約を証するため、本契約書２通を作成し、甲・乙記名押印の上、各１通を保有する。

２０●●年●●月●●日




　　　　　　　　　　　　　　　　甲　広島市安佐南区大塚東三丁目４番１号
　　　　　　　　　　　　　　　　　　公立大学法人広島市立大学
　　　　　　　　　　　　　　　　　　理事長　前田　香織


　　　　　　　　　　　　　　　　乙





別紙

共同研究計画書

[bookmark: _Hlk184048482]　１　代表研究者の所属・職位・氏名
　　　広島市立大学　●●研究科／●●学部（●該当しない方を削除）

　２　研究題目
[bookmark: _Hlk184054140]　　　●●●●●●●●●●●●

　３　研究目的及び内容
[bookmark: _Hlk184054153]







　４　研究期間
２０●●年●●月●●日～２０●●年●●月●●日

　５　研究参加者及びその分担
	[bookmark: _Hlk182215945]担当
	研究参加者
	分　　　　担

	甲
	

	

	乙
	

	

	共同
	(甲)
(乙) 
	



　６　研究実施場所
[bookmark: _Hlk182215962]公立大学法人広島市立大学　●●研究科／●●学部（●該当しない方を削除）
広島県広島市安佐南区大塚東三丁目４番１号
　　※　必要な場合その他の場所も記す。
